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研究要旨 

本研究では，1995年から2013年において3年に1度実施された『国民生活基礎調査』（大規

模調査年）の個票データを用いて，家族介護者にとっての公的介護保険制度の雇用促進策と

しての有効性に関する定量的な検証を行った．本研究が分析対象とする期間は，①2000年に

おける公的介護保険制度の導入前後，②2006年における公的介護保険制度の改正前後の2期間

に分けることが出来る．①については，65歳以上の介護を必要とする高齢者と同居している

30歳以上の家族介護者を「処置群」，65歳以上の介護を必要としない高齢者と同居している

30歳以上の調査対象者を「対照群」，②については，65歳以上で要支援(改正前)－要支援1(改

正後)の高齢者と同居している30歳以上の家族介護者を「処置群」，65歳以上で，要介護2-要

介護5の高齢者と道教している30歳以上の家族介護者を「対照群」として，common support制

約内に残る観測値のみを分析対象とするkernel propensity score matching推定法により，両群に

疑似的に分析対象者を割り付けた上で，2000年の制度導入前後と2006年の改正前後における

両群の労働供給の違いを，「差の差（difference-in-difference）」分析により推定した． 

分析の結果，(1)2000年における公的介護保険制度の導入によって，男女ともに(男性で

15.8%；女性で3.7%)，また，いずれの年齢層においても(30-49で8.7%；50-64で6.3%；65+で

5.1%)，家族介護者の就労が促進された；(2)他方で，2006年における制度改正は，介護費抑制

の観点から，要支援者に対する公的介護サービスの提供に制約を置いたことから，男性や65

歳以上の就労確率には有意な影響がみられなかったものの，女性で7.7%，30-39歳で21.4%，

50-64歳で11.8%，家族介護者の労働供給に対して統計学的に有意な負の効果をもたらした． 

以上，公的介護保険制度による介護サービスの提供のあり方が，家族介護者の労働供給を

促進したり，抑制したりというスピルオーバー効果が観察されたことは，今後，人口の少子

高齢化による労働力の減少が予想されている国際社会に対する1つの教訓となるであろう．  
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A．研究目的 

 本研究の目的は，2000 年における日本の

公的介護保険制度導入されてから，10 数年

が経過した現在，当該制度が家族介護者の

労働供給に対してどのような影響を与えた

かについて，定量的に検証を行うことにあ

る．当該研究目的については，国内外にお

ける数多くの先行研究が存在する（Pavalko 

and Artis (1997)，Covinsky et al. (2001)，

Iwamoto (2000)，Sugawara and Nakamura 

(2014)，McGarry (2006)，Sakai and Sato 

(2007)，Tamiya et al. (2011)）．しかしなが

ら，第 1 に，先行研究では，主として女性

の家族介護者にのみ焦点が当てられてお

り，男性の家族介護者には焦点が当てられ

てこなかった．他方，家族介護者の男性比

率は，1984 年の 11.2%から 2013 年には

31.3%と約 3 倍に増加しており（厚生労働省

(2013)），女性とともに，男性も家族介護の

重要な担い手となりつつあることがわか

る．また，高橋(2015)が行った Blinder-

Oaxaca Decomposition 分析によれば，20-59

歳男性の家族介護者の増加率は，1996-2006

年の男性失業率上昇の有意な一要因となっ

ており，家族内における要介護者の存在が

生産年齢人口の雇用状況にとって無視でき

ないリスクであることが示されている．さ

らには，20.7%の男性介護者が，一般的な定

年年齢である 60 歳以上・年金支給資格年齢

65 歳未満であり，当該年齢群は，現在，政

府が人口の少子高齢化による労働力不足を

補うため力点を置いている雇用促進施策の

対象年齢である．したがって，女性と同

様，男性の家族介護者に焦点を当てた研究

が求められているという問題意識に立ち，

本研究では，男女別年齢群別の分析を行う

こととした． 

 第 2 に，国内の先行研究では，主とし

て，2000 年における公的介護保険制度の導

入効果に焦点が当てられてきたが，本研究

では，2006 年の当該制度の改正の効果にも

着目する．本改正では，介護保険制度の財

政健全化及び制度の持続可能性の観点か

ら，要支援 1 及び 2 といった比較的軽度の

要介護状態にある高齢者に対する公的介護

サービスの提供が厳格化された．したがっ

て，2000 年の導入以降，急速に拡張してき

た公的介護サービス重要に歯止めがかかっ

た一方で，家族介護者の労働供給に対する

抑制効果が働いたのではないかという仮説

についての検証を行う． 

第 3 に， 2000 年の導入前後（1998 年と

2004 年）において，家族介護者の monetary 

base での費用対便益がどのように変化した

のかについての定量分析を，男女別・年齢

群別に行う．筆者の知る限り，こうした

monetary base での費用対便益分析を行った

先行研究は存在しないことから，新たな知

見が得られることが期待される． 

 

B．研究方法 

本研究では，1986年から2013年において3

年に1度実施された『国民生活基礎調査』

（大規模調査年）の個票データを用いて，

公的介護保険制度が家族介護者の労働供給

にどういった効果を及ぼしたのかについて

の定量的な分析を行った．本研究が分析対

象とする期間は，①2000年における公的介

護保険制度の導入前後，②2006年における

公的介護保険制度の改正前後の2期間に分け

ることが出来る．  

①については，65歳以上の介護を必要と

する高齢者と同居している30歳以上の家族

介護者を「処置群」，65歳以上の介護を必
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要としない高齢者と同居している30歳以上

の調査対象者を「対照群」，②について

は，65歳以上で要支援(改正前)－要支援1(改

正後)の高齢者と同居している30歳以上の家

族介護者を「処置群」，65歳以上で，要介

護2-要介護5の高齢者と道教している30歳以

上の家族介護者を「対照群」として，

common support制約内に残る観測値のみを分

析対象とするkernel propensity score matching

推定法により，両群に疑似的に分析対象者

を割り付けた上で，2000年の制度導入前後

と2006年の改正前後における両群の労働供

給の違いを，「差の差（difference-in-

difference）」分析により推定した． 

（倫理面への配慮） 

厚生労働省による『中高年縦断調査』の

二次利用データを統計法第 33 条により申請

し，許可を得て個票を分析した(承認番号：

厚生労働省統発-1218-1；承認日：2015 年 12

月 18 日)．提供された個票には個人を特定で

きる情報は含まれていない．本研究の実施

にあたっては，「筑波大学医学医療系 医

の倫理委員会」による承認を受けた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C．研究結果 

C-1 2000年制度導入前後の効果 

 DID分析の結果， 2000年の公的介護保険

制度導入後，男女ともに，またいずれの年

齢層においても家族介護者が仕事に就く確

率に統計学的に有意に改善が見られた．就

労率は，男性で15.8%ポイント，女性で3.7%

ポイント，30-49歳で8.7%ポイント，50-64歳

で6.3%ポイント，65歳以上で5.1%ポイント

の上昇がみられた（表1）． 

  

C-2 2006年制度改正前後の効果 

DID分析の結果， 2006年の公的介護保険

制度改正後，男性の就労率には変化が観察

されなかったものの，女性で7.5%ポイン

ト，30-49歳で21.4%ポイント，50-64歳で

11.8%の就労率が統計学的に有意に低下する

傾向にあることがわかる(表2)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1：男女別・年齢階層別，2000 年の公的介護保険導入が就労確率に与えた効果 

 
表 2：男女別・年齢階層別，2006 年の公的介護保険改正が就労確率に与えた効果 

 
出所：『国民生活基礎調査』(1995 年-2013 年)に基づき筆者作成． 
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D．考察 

 第 1 に，先行研究と同じく，本研究で

は，2000 年における公的介護保険制度の導

入には，性別や年齢とは無関係に，65 歳以

上の高齢介護者，及び，50 歳未満の生産年

齢にある家族介護者の労働供給を促す効果

が認められた．とりわけ，年金受給資格の

ある 65 歳以上の男性介護による，引退後に

おける労働市場への再参入に対して同制度

の導入がプラスに働いていることが確認さ

れた．内閣府（2006）によれば，他の

OECD 諸国に比べ，日本では，比較的高い

生活水準の維持継続と自己満足の充足を目

的として，定年後の男性の就労意欲が高

い．たとえば，65 歳以上の男性の就労率

は，日本が 30.1%であるのに対して，フラン

スが 3.4%、ドイツが 8.2%、UK が 13.5%、

カナダが 18%、US が 23%となっている．他

方で，図 1 で示す通り，65 歳以上の男性の

27.2%が家族介護者としての役割を担ってい

る（Hashizume(2000)）ことからも，公的介

護保険制度に高齢男性の労働市場への再参

入を促す効果が認められたことは，個人の

効用というミクロの観点からも，また減少

する労働人口への補完というマクロの観点

からも有益である． 

 第 2 に，女性（妻・娘・嫁）が家族介護

において重要な役割を担ってきた東アジア

諸国において，有職の 50 歳未満の女性の失

職リスクが，公的介護保険導入後，減少し

ているという本研究の知見は，重要な政策

含意を有する．日本では，女性の家族介護

者の 30.9%が生産年齢人口である 50 歳未満

であり，また，59.2%が就労している．これ

は，50 歳未満の非家族介護者の就労率

（64.7%）と比較しても 5.5%しか違わな

い．その一方で，家族介護者で介護のため

に失職する者のうち，80.5%は女性であり，

うち，労働市場に再参入するのは 17.7%でし

かない．したがって，労働市場から撤退せ

ず就労状態を維持，ないしは，市場への再

参入を容易にするという機能の一部を果た

していると考えられる公的介護保険制度

は，今後益々増加するであろう高い教育水

準と就労意欲を有する女性にとって有益で

ある． 

 第 3 に，2006 年の制度改正は，介護財政

の健全化と財政上の持続可能性という点で

は，1 人当たりの介護費用に対して抑制効果

があった（2004 年には 161.8(千円)であった

のが，2006 年には 145.3(千円)，2014 年でも

157.2(千円)）．しかしながら，本改正に

は，次のような hidden cost があったといえ

る．すなわち，非弾力的な男性の労働供給

には影響がなかったが，機会費用が低い弾

力的な女性の労働供給に対してはマイナス

の効果があった． 

  

E．結論 

本研究では，1995年から2013年において3

年に1度実施された『国民生活基礎調査』

（大規模調査年）の個票データを用いて，

家族介護者にとっての公的介護保険制度の

雇用促進策としての有効性に関する定量的

な検証を行った．本研究が分析対象とする

期間は，①2000年における公的介護保険制

度の導入前後，②2006年における公的介護

保険制度の改正前後の2期間に分けることが

出来る．①については，65歳以上の介護を

必要とする高齢者と同居している30歳以上
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の家族介護者を「処置群」，65歳以上の介

護を必要としない高齢者と同居している30

歳以上の調査対象者を「対照群」，②につ

いては，65歳以上で要支援(改正前)－要支援

1(改正後)の高齢者と同居している30歳以上

の家族介護者を「処置群」，65歳以上で，

要介護2-要介護5の高齢者と道教している30

歳以上の家族介護者を「対照群」として，

common support制約内に残る観測値のみを分

析対象とするkernel propensity score matching

推定法により，両群に疑似的に分析対象者

を割り付けた上で，2000年の制度導入前後

と2006年の改正前後における両群の労働供

給の違いを，「差の差（difference-in-

difference）」分析により推定した． 

分析の結果，(1)2000年における公的介護

保険制度の導入によって，男女ともに(男性

で15.8%；女性で3.7%)，また，いずれの年

齢層においても(30-49で8.7%；50-64で6.3%

；65+で5.1%)，家族介護者の就労が促進さ

れた；(2)他方で，2006年における制度改正

は，介護費抑制の観点から，要支援者に対

する公的介護サービスの提供に制約を置い

たことから，男性や65歳以上の就労確率に

は有意な影響がみられなかったものの，女

性で7.7%，30-39歳で21.4%，50-64歳で

11.8%，家族介護者の労働供給に対して統計

学的に有意な負の効果をもたらした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上，公的介護保険制度による介護サービ

スの提供のあり方が，家族介護者の労働供

給を促進したり，抑制したりというスピル

オーバー効果が観察されたことは，今後，

人口の少子高齢化による労働力の減少が予

想されている国際社会に対する 1 つの教訓

となるであろう． 
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Tamiya N. ”Spillover Effect of Japanese Long-

Term Care Insurance as an Employment 

Promotion Policy for Family Caregivers” 

The Journal of Health Economics において査読
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図 1：Number of Family Caregivers by Gender and Age Groups 

 

Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, Comprehensive Survey of Living Condition

s, 1986-2013 
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H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を
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2. 実用新案登録 

なし 

 

3. その他 

なし 
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